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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作状態として、通常電力が供給されており、試料に対する所定の分析を実行している
分析状態と、前記通常電力よりも低電力である待機電力が供給されており、分析の実行が
不能な状態である待機状態を備えた分析装置において、
　前記分析状態及び前記待機状態のいずれにおいても、制御用コンピュータとの接続を確
立することで該制御用コンピュータと通信可能な状態となり、前記制御用コンピュータと
の接続を遮断することで該制御用コンピュータと通信不能な状態となる通信部と、
　前記通信部を介して前記制御用コンピュータと接続され、該制御用コンピュータを介し
た制御指示に従って前記所定の分析を実行する分析部と、
　前記分析部を制御するための入力操作を使用者が行うための操作部と、
　前記通信部と前記制御用コンピュータとの接続が確立しているか遮断されているかを判
定すると共に、前記接続が確立していると判定した場合は、前記分析状態及び前記待機状
態のいずれにおいても、前記操作部を介して行われた入力操作を無効とし、該接続が遮断
されていると判定した場合には、前記分析状態及び前記待機状態のいずれにおいても、前
記操作部を介して行われた入力操作を有効とする操作ロック部と、
を備えることを特徴とする分析装置。
【請求項２】
　前記制御用コンピュータを介して使用者によるロック解除指示が行われたとき、前記操
作ロック部は、前記操作部を介した入力操作を有効にすることを特徴とする請求項１に記
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載の分析装置。
【請求項３】
　前記動作状態として、通常電力が供給されており、前記分析部が分析に適した状態で安
定するまでの準備状態である安定化状態と、通常電力が供給されており、前記分析部の安
定化が完了して分析を開始できる状態であるレディ状態とをさらに含み、
　前記動作状態を、前記待機状態から前記安定化状態へと遷移させるための入力操作、又
は前記安定化状態、前記レディ状態、若しくは前記分析状態のいずれかの状態から前記待
機状態へと遷移させるための入力操作を使用者が行うためのソフトスイッチと、
　前記通信部と前記制御用コンピュータとの接続が確立しており、且つ前記動作状態が、
前記安定化状態、前記レディ状態、又は前記分析状態のいずれかの状態である場合には、
前記ソフトスイッチを介して行われた入力操作を無効とし、前記接続が遮断されている場
合、及び前記接続が確立しており、且つ前記動作状態が前記待機状態である場合には、前
記ソフトスイッチを介して行われた入力操作を有効とするソフトスイッチロック部と、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の分析装置。
【請求項４】
　前記通信部と前記制御用コンピュータとの接続が確立しており、且つ、前記動作状態が
、前記安定化状態、前記レディ状態、又は前記分析状態のいずれかの状態である場合にお
いて、前記制御用コンピュータを介した指示に従って、前記安定化状態、前記レディ状態
、又は前記分析状態のいずれかの状態から前記待機状態への遷移を行うことを特徴とする
請求項３に記載の分析装置。
【請求項５】
　前記制御用コンピュータを介した指示に従って、前記待機状態から、前記安定化状態を
経由して前記レディ状態に遷移するように構成されていることを特徴とする請求項３又は
４に記載の分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御用のコンピュータと接続された、使用者による操作を受け付けるための
操作部を備える分析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　或る試料に対し所定の分析を実行し、該試料についての成分や構造に関する情報を得る
ための分析装置は、医薬品・食品の開発、医療、環境調査及び基礎研究など様々な分野で
用いられている。
【０００３】
　これらの分析装置では、試料容器のセットや装置の部品交換をユーザが行うための開閉
扉が設けられており、分析の実行中及び準備中には、装置内部の温度等の分析条件を安定
に維持するため、試料容器の追加等を行う場合にのみ扉の開閉が行われる。ただし、分析
装置の動作状態によっては作業者の指が装置の部品に接触して該部品を破損させたり、ユ
ーザが怪我をしたりするおそれがあるため、そのようなリスクの高い状況下では分析装置
の開閉扉を自動的に施錠する機能を備えた分析装置が開示されている（例えば特許文献１
）。
【０００４】
　一般的に、こうした分析装置はＰＣ（Personal Computer）やワークステーション等の
コンピュータと接続され、該コンピュータを介して制御される。さらに、昨今のＵＩ（Us
er Interface）としてのタッチパネルの普及に伴い、タッチパネルを介して或る程度の制
御操作を受け付ける操作部を備えた分析装置が提供されている。このような分析装置側の
操作部は、ユーザがメンテナンスや動作確認の目的で分析装置を動作させる状況では有用
である。具体的には、例えば取得データが想定していたものと大きく異なる等、分析装置
の不具合が疑われるような状況において、ユーザは設定値を変更しながら分析装置の動作
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を目視で確認したいと考える。このような場合に、設定値の変更と分析装置の動作確認と
のために、制御用コンピュータと分析装置との間を毎回往復することは効率的でない。制
御用コンピュータと分析装置とはそれぞれ別の部屋に設置されていることも多く、２者間
の往復はユーザを煩わせる一因となる。そこで、設定値の変更と分析装置の動作確認を一
箇所で行えるように提供されたのが、上述の操作部を備えた分析装置である。
【０００５】
　また、一連の分析作業はしばしば長時間に及ぶものとなるため、ユーザは適宜のタイミ
ングで分析作業を中断する場合があり、その際に、部品の消耗及び消費電力を抑えるため
に分析装置の電源をＯＦＦにすることがある。分析装置によっては、例えばユーザが分析
の開始を指示して帰宅するような使用状況を想定して、分析終了後に入力操作がなされな
いまま一定時間が経過すると電源を落とすよう設計されているものもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第5406809号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで、制御用コンピュータと接続された分析装置が上述の操作部を備えている場合、
或る分析に対し、当該分析のオペレータ以外の人物が上記操作部から何らかの介入行為を
行ったために、適切な分析が実行されなくなるという問題が生じ得る。
【０００８】
　上記の介入行為の発生状況について、いくつか具体例を挙げて説明する。
　まず、分析装置の他のユーザによる不慮の介入行為の例を考える。上記の電源ＯＦＦ状
態にある分析装置は、直近に行われた分析のオペレータであるユーザ（以下「先のユーザ
」と称す）ではない別のユーザ（以下「後のユーザ」と称す）にとって、先のユーザによ
る分析作業の途中であるのか、誰にも使用されていない（又は分析作業が完了した後に放
置されている）空き状態であるのかが一見では判別できない。そのため、新たな分析作業
の準備のために当該分析装置の操作部から設定条件や較正情報の変更を行ってよいか否か
が分かり難く、この判断を後のユーザが誤ったことにより、上記中断されていた分析作業
の再開後に好ましくない影響がもたらされることがある。
【０００９】
　電源ＯＦＦ状態にある分析装置が分析作業の途中なのか空き状態なのかを知るためには
、後のユーザは当該分析装置と接続された制御用コンピュータの設置場所まで行き、分析
制御用のアプリケーションの状態等を確認する必要がある。しかし上述のように、分析装
置と制御用コンピュータとは離れた場所に設置されていることがしばしばあり、確認のた
めの移動はユーザを煩わせることになりやすい。
【００１０】
　ここで、分析装置が使用中であるか否かを当該分析装置の設置場所にて確認可能とする
ための構成として、例えば分析装置が備える表示部に、他のユーザが使用中である旨のコ
メント等を表示させることによって、後のユーザに使用状況を通知することが考えられる
。しかしながら、このような構成では、上記の介入行為の別の例である、悪意を持った他
者による不正な操作を防止できないという問題がある。すなわち、例えば誤った分析結果
を出させることを目的として、先のユーザに無断で分析装置の操作部から分析に係る設定
条件や較正情報を変更しようとする第三者がいた場合、使用状況の通知は不正行為の抑止
力とならない。このような悪意ある他者による介入行為は、特に医薬品の開発においては
重大なリスクであり、こうしたリスクを低減可能な構成に対する要望が高まっている。
【００１１】
　本発明は上述した問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、分析
に対する故意又は過失による介入行為を防止可能な分析装置を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために成された本発明に係る分析装置は、制御用コンピュータと接
続され、該制御用コンピュータを介した制御指示に従って所定の分析を実行する分析部と
、
　該分析部を制御するための入力操作を使用者が行うための操作部と、
　前記制御用コンピュータとの通信を行う通信部と、
　該通信部と前記制御用コンピュータとの通信が接続状態にあるとき、前記操作部を介し
て行われた入力操作を無効とする操作ロック部と
を備えることを特徴とする。
【００１３】
　通信部と制御用コンピュータとの通信が接続状態にあるとは、分析部が制御用コンピュ
ータの制御下にあることを意味する。
【００１４】
　上記の構成によれば、分析装置は制御用コンピュータを介した制御指示と操作部を介し
た入力操作との両方による制御が可能であるが、分析部が制御用コンピュータの制御下に
あるときには、操作部を介して行われた入力操作を無効とする。すなわち、制御用コンピ
ュータの制御下においては、操作部がロックされ、該操作部から分析部を制御することが
不可能となる。
　分析装置の分析部の制御は制御用コンピュータを介して行われることが一般的であるこ
とから、制御用コンピュータの制御下にある分析部を操作部から制御しようとする行為は
、他者による介入行為である危険性が高いと考えられる。従って、制御用コンピュータの
制御下にあるときに操作部からの制御を不可能とすることにより、分析部に対する故意又
は過失による介入行為を防止することができる。
【００１５】
　前記分析装置は、前記制御用コンピュータを介した使用者によるロック解除指示が行わ
れたときは、操作ロック部が、前記操作部を介した入力操作を有効にすることが望ましい
。
【００１６】
　上記の構成によれば、制御用コンピュータを使用している、すなわち分析のオペレータ
である使用者が適切と判断する場合には、ロック解除指示により、操作部を介した入力操
作による制御を許可することができる。これにより、当該使用者がメンテナンスの目的で
分析装置を動作させることを所望する場合には、分析部が制御用コンピュータの制御下に
ある場合でも、操作部を用いて分析部を動作させることが可能となる。
【００１７】
　前記分析装置は、所定時間、前記制御用コンピュータを介した指示がないとき、前記操
作部の入力操作を無効にする状態を維持したまま、前記分析部を、電力消費及び／又は該
分析部が備える部品の消耗を低減するための待機状態に移行させる分析制御部を備えるこ
とが好ましい。
【００１８】
　本発明における待機状態とは、分析部への電力供給が絶たれておらず、ＣＰＵやメモリ
等が搭載された一部の基板に所定の待機電力が供給される状態を指す。なお、分析部が具
備する機能のうち一部を停止させた状態も、本発明の待機状態に含まれる。
【００１９】
　上記の構成によれば、使用者が分析作業の中断等で分析部を一定期間以上停止させる際
に、該分析部を待機状態としておくことで、他者による介入行為を防止しながら、消費電
力や部品の消耗を抑えることができる。
【００２０】
　本発明の分析装置は、さらに、前記分析部を前記待機状態にするための入力操作を使用
者が行うための切替操作部を有し、前記操作ロック部は、前記分析部が特定の動作状態に
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あるとき、前記切替操作部を介して行われた入力操作を無効とする構成としても良い。
【００２１】
　分析装置によっては、しばしば準備状態に長時間を要し、使用者が分析をすぐに開始す
ることができないという煩わしさがある。そこで、使用者は分析を開始する予定時刻から
準備状態に要する時間を逆算し、該逆算結果を準備状態への移行時刻として指定しておく
ことで、指定時刻になると分析装置が待機状態から準備状態に自動的に移行するように構
成された分析装置が提供されている。
　そこで、前記制御用コンピュータを介した指示に従って、前記待機状態にある前記分析
部が、該待機状態から分析可能な状態に到達するための準備状態に移行するように構成さ
れた分析装置においては、前記特定の動作状態に、前記準備状態が含まれるように構成す
ると良い。このような構成によれば、他者による介入を防止しながら、制御用コンピュー
タの使用開始時にすぐに分析を開始することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　上記構成から成る本発明に係る分析装置によれば、分析に対する故意又は過失による介
入行為が防止される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態に係る分析装置を含む試料分析システムの概略構成を示すブ
ロック図。
【図２】図１に示す分析装置の外観を示す斜視図。
【図３】図１に示す分析装置によるタッチパネルのロック処理及びロック解除処理の流れ
の一例を示すフローチャート。
【図４】図１に示す分析装置によるソフトスイッチのロック処理及びロック解除処理の流
れの一例を示すフローチャート。
【図５】図１に示す分析装置が制御用コンピュータの制御下で分析作業を行う場合の処理
の流れの一例を示すフローチャート。
【図６】図１に示す分析装置においてタッチパネルがロックされているときの表示部の画
面表示例。
【図７】図１に示す分析装置が備える操作部の、制御用コンピュータからの指示に基づく
タッチパネルのロック解除状態とロック状態の間の遷移を示す状態遷移図。
【図８】図１に示す分析装置において、制御用コンピュータから指定された時刻に安定化
に移行する処理の流れを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。以下
の記載において、先に説明した図面と同一の機能を有する部材には同一の番号を付し、そ
の説明を省略する。
【００２５】
　図１は本発明の一実施形態に係る分析装置を含む試料分析システムの概略構成を示すブ
ロック図である。本実施形態に係る試料分析システムは、分析装置１と、分析装置１が行
う分析作業を管理したり分析装置１で得られたデータを解析・処理したりするための、分
析装置１と接続された制御用コンピュータ２とを備える。
【００２６】
　分析装置１は、本実施形態では液体クロマトグラフ装置（ＬＣ）とする。ただし、分析
装置１の実態はこれに限定されず、液体クロマトグラフ質量分析装置（ＬＣ－ＭＳ）、ガ
スクロマトグラフ装置（ＧＣ）、ガスクロマトグラフ質量分析装置（ＧＣ－ＭＳ）又は分
光光度計であってもよい。分析装置１はその他の実験機器や医療機器であってもよく、外
部コンピュータによる制御が可能な分析装置で、後述の操作部に相当する構成を備えるも
のであれば測定の手法や対象は問わない。
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　図１に示すように、分析装置１はタッチパネル１１（本発明の操作部に相当）、ソフト
スイッチ１２、制御部２０、分析部３０、表示部４０、記憶部５０及び通信部６０を備え
る。
【００２７】
　分析装置１は動作状態として「主電源ＯＦＦ」「スタンバイ」「安定化」「レディ」「
分析」を有し、ユーザによる指示等のイベントをトリガとしてこれらの間を遷移する。
　「主電源ＯＦＦ」は電力供給が完全に絶たれた状態であり、分析装置１は一切の入力操
作や外部装置からの制御を受け付けない。「スタンバイ」は電力消費や部品の消耗を抑え
るための省電力モードであり、ＣＰＵやメモリ等が搭載された一部の基板にのみ待機電力
が供給されている状態である。「スタンバイ」が本発明の待機状態に相当する。なお、ス
タンバイ中も分析装置１と制御用コンピュータ２との接続は維持されるが、表示部４０へ
の電力供給は絶たれるため、画面は主電源ＯＦＦ時と同様ブランクとなる。「安定化」は
、カラムや光源が分析に適した状態で安定するまでの準備状態である。「レディ」は、安
定化が完了し、使用者が任意のタイミングで分析を開始できる状態である。「分析」は、
ＬＣであればカラムへの移動相の導入、試料の採取・注入、吸光度検出等を含む種々の動
作が行われている状態である。分析装置１が安定化・レディ・分析にあるときは、表示部
４０の画面上に現在設定されている分析の各種条件が所定の分析制御用アプリケーション
の表示画像として表示されてもよい。
　これらの他に、例えば制御用コンピュータ２を介した分析条件の設定がなされていない
状態で分析装置１が起動したときの動作状態として、表示部４０の画面上に上記分析制御
用アプリケーションの画像を表示するとともにタッチパネル１１に対するユーザのタッチ
操作を受け付ける「ニュートラル」があってもよい。
　上記動作状態のうち「主電源ＯＦＦ」「スタンバイ」「ニュートラル」は分析部３０を
含む分析装置１全体の動作状態であり、「安定化」「レディ」「分析」は分析部３０の動
作状態である。
【００２８】
　タッチパネル１１は、ユーザによるタッチ（指示体の接触又は近接）を検知する手段で
あり、静電容量方式や抵抗膜方式のタッチパネルによって実現される。タッチパネル１１
は不図示のコントローラＩＣ（Integrated Circuit）を含み、該コントローラＩＣが特定
した指示体のタッチ位置座標を入力信号として制御部２０に出力する。
　ソフトスイッチ１２は、ソフトウェアにより制御されるスイッチであり、ユーザによっ
てソフトスイッチ１２が押下されると、押下信号が制御部２０に出力される。ソフトスイ
ッチ１２の押下は分析装置１のスタンバイを解除するトリガとなる他、ソフトスイッチ１
２がロックされていないときには分析装置１をスタンバイに移行させるトリガとなる。
【００２９】
　図２に分析装置１の外観を示す。同図に示すとおり、分析装置１はタッチパネル１１と
ソフトスイッチ１２とを備えている。なお、タッチパネル１１は表示部４０と一体に設け
られている。
　さらに、本体部１００の側面又は背面には、主電源のＯＮ／ＯＦＦを切り替えるための
主電源スイッチ１１０が備えられている。主電源スイッチ１１０は例えばロッカースイッ
チや押ボタンスイッチ等によって実現される。ユーザは主電源スイッチ１１０を操作する
ことで、分析装置１の動作状態によらず主電源を落とすことができる。主電源スイッチ１
１０が操作される状況としては、緊急にメンテナンスの必要性が生じた場合等が想定され
る。
【００３０】
　再び図１を参照して説明を行う。
　分析部３０は、制御部２０による制御に従い所定の分析を実行するものである。分析部
３０は、オートサンプラ３１とＬＣ部３２とを備える。
　オートサンプラ３１は、ＬＣ部３２にて分析される試料を採取するものであり、１又は
複数のサンプルラック１０１（図２参照）上にセットされた試料容器から試料を吸引する
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ためのニードルを内部に備えている。
　ＬＣ部３２は、移動相容器に収容された移動相を送液する送液ポンプ１０２と、カラム
を所定の温度に維持するためのヒータを備えたカラムオーブン１０３（いずれも図２参照
）と、該カラムから順次溶出される試料成分を検出するための不図示の光源及び検出器と
を含む。
【００３１】
　表示部４０は、分析装置１が扱う情報を表示するものであり、例えばＬＣＤ（Liquid C
rystal Display）等の表示装置によって実現される。表示部４０はタッチパネル１１と重
畳するようにタッチパネル１１の裏面側に設けられており、ＧＵＩ（Graphical User Int
erface）ボタン等を表示することでタッチパネル１１上でのユーザのタッチ操作を補助す
る。
【００３２】
　記憶部５０は、分析装置１の制御部２０が実行する制御プログラム及びＯＳ（Operatin
g System）プログラム、制御部２０が本発明の分析装置としての各種機能を実行するため
のアプリケーションプログラム、並びに制御部２０が該アプリケーションプログラムを実
行するときに読み出す各種データを非一時的に記憶するものであり、ＲＯＭ（Read only 
Memory）、フラッシュメモリ、ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable ROM）、ＥＥＰＲＯ
Ｍ（登録商標）（Electrically EPROM）、ＨＤＤ（Hard Disc Drive）、ＳＳＤ（Solid S
tate Drive）等の不揮発性記憶装置によって実現される。
【００３３】
　通信部６０は、外部装置等との接続を司る手段であり、ネットワークケーブルＮＷ（又
は無線ＬＡＮ（Local Area Network））を介して分析装置１と制御用コンピュータ２との
接続を確立する。
【００３４】
　制御部２０は、分析装置１が備える各要素の機能を統括し、分析装置１の動作を制御す
るものである。制御部２０は例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）等で実現され、
制御部２０が備える後述の各要素は、制御部２０としてのＣＰＵが、記憶部５０に記憶さ
れているプログラムを、ＲＡＭ等の揮発性記憶装置で構成される不図示のメモリに読み出
して実行することで実現される。
　制御部２０は、図１に示すとおり、機能ブロックとして、操作ロック部２１、分析制御
部２２、分析結果取得部２３及び表示制御部２４を備えている。
【００３５】
　操作ロック部２１は、分析装置１が制御用コンピュータ２の制御下にあるときに、タッ
チパネル１１を介して行われた入力操作を無効とする。具体的には、操作ロック部２１は
、通信部６０と制御用コンピュータ２との接続が確立されているときに、タッチパネル１
１から取得した入力信号を無効とするタッチパネルロック状態へと移行する。通信部６０
と制御用コンピュータ２との接続が確立されていない場合には、上記入力信号を分析制御
部２２に出力する。操作ロック部２１はまた、タッチパネルロック状態にあるときにその
旨を通知する画像を、表示制御部２４を介して表示部４０の画面上に表示させることが好
ましい。
【００３６】
　操作ロック部２１はさらに、分析装置１が所定の動作状態にあるときに、ソフトスイッ
チ１２を介した入力操作を無効とする。具体的には、操作ロック部２１は、後述する分析
制御部２２から取得した移行信号に基づいて分析装置１の現在の動作状態を特定する。そ
して該特定した動作状態が、予め定められた１又は複数の動作状態のいずれかである場合
に、ソフトスイッチ１２から取得した押下信号を無効とするソフトスイッチロック状態へ
と移行する。上記特定した動作状態が上記１又は複数の動作状態のいずれでもない場合に
は、上記押下信号を不図示のＯＳに出力する。
【００３７】
　分析制御部２２は、ユーザが指示した分析が適切に実行されるよう、分析部３０の動作
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を制御するものである。具体的には、分析制御部２２は、通信部６０を介して制御用コン
ピュータ２から取得した分析条件等に基づき、分析部３０に対し所定の駆動信号を出力す
る。分析制御部２２はさらに、上述した複数の動作状態のうち或る動作状態から別の動作
状態に移行する際に、操作ロック部２１に対して移行先の動作状態を通知する移行信号を
出力する。
　分析制御部２２はまた、表示制御部２４を介して表示部４０の画面上に現在の設定値や
所定のＧＵＩボタン等を表示させる。そして、所定のＧＵＩボタンの表示領域内でのタッ
チパネル１１に対するタッチ操作を示す入力信号を操作ロック部２１から取得したときに
は、該入力信号に基づき設定値を変更したり、所定の駆動信号を出力したりする。すなわ
ち、分析装置１はタッチパネル１１を介した入力操作によっても分析を実行可能な構成と
なっている。この構成は主に分析装置１のメンテナンスにおいて、ユーザが装置の動作を
目視で確認しながら設定値を変更するために用いられる。
【００３８】
　分析結果取得部２３は、分析部３０が実行する分析によって得られた分析結果を取得す
るものである。分析結果取得部２３が取得した分析結果は、通信部６０を介して制御用コ
ンピュータ２に送出される他、記憶部５０に保存されてもよい。また、該分析結果はグラ
フ化等の処理を施された上で、表示制御部２４を介して表示部４０の画面上に画像として
表示されてもよい。
【００３９】
　表示制御部２４は、表示部４０に対し、制御部２０によって処理された各種情報の映像
信号を出力するものである。具体的には、分析制御部２２が管理する設定条件や較正情報
を画像として表示部４０の画面上に表示させる他、上述したＧＵＩボタン等を表示させる
。
【００４０】
　制御用コンピュータ２は、分析装置１を制御して所定の分析を実行させるための外部装
置である。制御用コンピュータ２は、ＰＣ又はワークステーション等のコンピュータであ
り、分析装置１を制御するための分析制御用アプリケーションがインストールされている
。ユーザは該アプリケーション上で分析条件を設定し、該設定した分析条件に従った分析
の実行を分析装置１に指示することができる。
【００４１】
　〔タッチパネル１１のロック及びロック解除〕
　図３に示すフローチャートを参照して、操作ロック部２１によるタッチパネル１１のロ
ック処理及びロック解除処理の流れの一例について説明する。
【００４２】
　まず、操作ロック部２１は、分析装置１が制御用コンピュータ２と接続されているか否
かを判定する（ステップＳ１０１）。具体的には、操作ロック部２１は、通信部６０に対
し問い合わせを行い、制御用コンピュータ２との接続が確立されているか否かを判定する
。
【００４３】
　分析装置１が制御用コンピュータ２と接続されている場合（ステップＳ１０１でＹｅｓ
）、操作ロック部２１はタッチパネル１１をロックする（ステップＳ１０２）。具体的に
は、操作ロック部２１は、タッチパネル１１から取得する入力信号を無効とするタッチパ
ネルロック状態に移行する。そしてステップＳ１０１の手前に戻り、次なる接続状態の判
定までタッチパネルロック状態を維持して待機する。
【００４４】
　一方、分析装置１が制御用コンピュータ２と接続されていない場合（ステップＳ１０１
でＮｏ）、操作ロック部２１はタッチパネルロック状態を解除することでタッチパネル１
１のロックを解除し（ステップＳ１０３）、ステップＳ１０１の手前に戻る。
【００４５】
　〔ソフトスイッチ１２のロック及びロック解除〕
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　図４に示すフローチャートを参照して、操作ロック部２１によるソフトスイッチ１２の
ロック処理及びロック解除処理の流れの一例について説明する。いま、制御用コンピュー
タ２を介した制御によって、分析装置１が或る動作状態から別の動作状態に移行したもの
とする。
【００４６】
　まず、操作ロック部２１は分析装置１の現在の動作状態を特定する（ステップＳ２０１
）。具体的には、操作ロック部２１は、分析制御部２２が或る動作状態から別の動作状態
に移行する際に出力した移行信号を取得し、該取得した移行信号から分析装置１の現在の
動作状態を特定する。
【００４７】
　次に、操作ロック部２１は、現在の動作状態が所定の動作状態に含まれるか否かを判定
する（ステップＳ２０２）。具体的には、操作ロック部２１は、ソフトスイッチ１２をロ
ックする条件として予め設定され記憶部５０に保存されている１又は複数の動作状態に、
ステップＳ２０１にて特定した動作状態が含まれているか否かを判定する。
【００４８】
　現在の動作状態が上記所定の動作状態に含まれる場合（ステップＳ２０２でＹｅｓ）、
操作ロック部２１はソフトスイッチ１２をロックする（ステップＳ２０３）。具体的には
、操作ロック部２１は、ソフトスイッチ１２から取得する押下信号を無効とするソフトス
イッチロック状態に移行する。そしてステップＳ２０１の手前に戻り、次の移行信号を取
得するまでソフトスイッチロック状態を維持して待機する。
【００４９】
　一方、現在の動作状態が上記所定の動作状態に含まれない場合（ステップＳ２０２でＮ
ｏ）、操作ロック部２１はソフトスイッチロック状態を解除することでソフトスイッチ１
２のロックを解除し（ステップＳ２０４）、ステップＳ２０１の手前に戻る。
【００５０】
　以上説明した処理によれば、分析装置１が制御用コンピュータ２と接続されているとき
、操作ロック部２１はタッチパネルロック状態となり、タッチパネル１１を介した入力操
作を無効とする。換言すれば、分析装置１が制御用コンピュータ２の制御下にあるとき、
タッチパネル１１を操作して分析部３０の動作に干渉することが不可能となる。通常の使
用状況では、分析装置１は制御用コンピュータ２を介して制御されることから、タッチパ
ネル１１からの制御は他者による介入行為である蓋然性が高いと推定される。従って上記
のように構成することで、分析に対する故意又は過失による介入行為が防止される。
【００５１】
　また、分析装置１が所定の動作状態にあるとき、操作ロック部２１はソフトスイッチロ
ック状態となり、ソフトスイッチ１２の押下を無効とする。これにより、例えば分析作業
の途中でソフトスイッチ１２が押下された場合に、分析装置１がスタンバイに移行して当
該分析作業が意図せず中断されてしまうことを防止することができる。
　なお、上記所定の動作状態は分析装置１の製造時に設定されてもよいし、ユーザによる
変更が可能であってもよい。ユーザによる変更は制御用コンピュータ２を介してなされる
ことが望ましいが、特定の操作を行うことによりタッチパネル１１から可能としてもよい
。後者の場合は、例えば複数点のマルチタッチや、所定のパスワードを入力することによ
って変更を許可する構成とすることにより、誤操作等によりソフトスイッチ１２をロック
する条件が変更されることを防止できる。
【００５２】
　〔実施例〕
　本実施形態において、上記所定の動作状態、すなわち分析装置１がソフトスイッチ１２
をロックする条件となる動作状態を「安定化」「レディ」「分析」の３状態と定めた一実
施例について、以下に説明する。図５は、制御用コンピュータ２の制御下で分析作業が行
われる際の、分析装置１が実行する処理の流れの一例を示すフローチャートである。いま
、ユーザが事前に制御用コンピュータ２上で分析条件の設定を完了しており、その後分析
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装置１をスタンバイにて待機させている。なお、分析装置１は制御用コンピュータ２と接
続されているため、図３を参照して説明した上述の処理によってタッチパネル１１は常に
ロックされている。
【００５３】
　まず、制御用コンピュータ２からのスタンバイ解除指示又はソフトスイッチ１２の押下
が検出された場合（ステップＳ３０１及びステップＳ３０２のいずれかでＹｅｓ）、分析
装置１は安定化に移行する（ステップＳ３０３）とともに、ソフトスイッチ１２をロック
する（ステップＳ３０４）。具体的には、これらのイベントのいずれかが検出されたとき
、分析制御部２２がオートサンプラ３１及びＬＣ部３２に対し所定の駆動信号を出力する
ことで、カラムや光源等が分析に適した状態で安定するよう、分析部３０を制御する。さ
らに、このとき操作ロック部２１に対し移行信号を出力することで、図４に示すステップ
Ｓ２０１～Ｓ２０３により、操作ロック部２１がソフトスイッチロック状態に移行する。
なお、ステップＳ３０３にて分析装置１が安定化に移行した、すなわちスタンバイを解除
した際、分析装置１の設置場所にいるユーザにタッチパネル１１（及びソフトスイッチ１
２）がロックされていることを通知するため、操作ロック部２１は例えば図６に示すよう
な通知画像６０１を、表示制御部２４を介して表示部４０の画面上に表示させてもよい。
別の例として、表示部４０の画面内の端部周辺に同様の趣旨の画像（マーク等）を表示さ
せてもよい。
　一方、制御用コンピュータ２からのスタンバイ解除指示及びソフトスイッチ１２の押下
のいずれも検出されなかった場合（ステップＳ３０１及びステップＳ３０２の両方でＮｏ
）、これらのいずれかが検出されるまで分析装置１はスタンバイを維持する。
　なお、制御用コンピュータ２からのスタンバイ解除指示はユーザによる能動的な指示に
限定されず、例えば制御用コンピュータ２上で動作する分析制御用アプリケーションの起
動をスタンバイ解除指示として、安定化への移行トリガとしてもよい。
【００５４】
　安定化が完了すれば（ステップＳ３０５でＹｅｓ）、分析装置１はレディに移行し（ス
テップＳ３０６）、カラムや光源の状態を維持する。次に、制御用コンピュータ２からの
分析開始指示があれば（ステップＳ３０７でＹｅｓ）、分析装置１は分析に移行し（ステ
ップＳ３０８）、分析部３０の各部を動作させて所定の分析を実行する。分析が終了すれ
ば（ステップＳ３０９でＹｅｓ）、再びレディに移行し（ステップＳ３１０）、ステップ
Ｓ３０７の手前に戻り次の分析開始指示を待つ。
【００５５】
　ステップＳ３０６又はＳ３１０にてレディに移行した後、制御用コンピュータ２からの
分析開始指示がないまま一定時間が経過した場合（ステップＳ３０７でＮｏ且つステップ
Ｓ３１１でＹｅｓ）、分析装置１はスタンバイに移行し（ステップＳ３１２）、ソフトス
イッチ１２のロックを解除する（ステップＳ３１３）。具体的には、分析制御部２２は分
析部３０に出力する駆動信号を変更して分析部３０の動作を安全に停止させるとともに、
スタンバイへの移行信号を操作ロック部２１に出力する。また、制御部２０は表示部４０
への電力供給を停止する。操作ロック部２１は図４に示すステップＳ２０１～Ｓ２０２、
Ｓ２０４によりソフトスイッチロック状態を解除する。そして処理はステップＳ３０１の
手前に戻り、分析装置１は次の安定化への移行トリガ（すなわちスタンバイ解除トリガ）
を待つ。なお、ステップＳ３１１における判定の基準となる時間は、ユーザが制御用コン
ピュータ２の使用を中断していると判断するのに妥当な期間とすることが好ましい。
【００５６】
　なお図５には示していないが、上述のステップＳ３０６、Ｓ３０８、Ｓ３１０の後に図
４に示すステップＳ２０１～Ｓ２０３が実行されることで操作ロック部２１のソフトスイ
ッチロック状態が維持される。
【００５７】
　本実施例によれば、スタンバイから安定化への移行後は、分析が終了して一定時間の経
過により再びスタンバイに移行するまで、ソフトスイッチ１２は常にロックされた状態と
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なる。すなわち、制御用コンピュータ２のユーザが指示した分析に係る一連の動作を開始
した後は、ソフトスイッチ１２を押下して分析装置１をスタンバイに移行させることは不
可能となる。これにより、一連の分析作業が意図せず中断されることを防止することがで
きる。
　また、分析装置１が制御用コンピュータ２と接続状態にあるときタッチパネル１１は常
にロックされているので、他者がこのタッチパネル１１を操作して分析結果に干渉する介
入行為が効果的に防止される。
【００５８】
　さらに、分析装置１はスタンバイ中も制御用コンピュータ２と接続状態にあるため、ユ
ーザが分析作業の途中で分析装置１をスタンバイにて待機させておけばタッチパネル１１
のロックが維持され、上記のような介入行為を防止しながらも分析装置１における電力消
費や部品の消耗を抑えることができる。
【００５９】
　また、本実施例では、ソフトスイッチ１２をロックする条件となる動作状態にスタンバ
イを含めておらず、分析装置１はソフトスイッチ１２の押下によってスタンバイを解除す
るとともに安定化に移行する構成としている。
　分析作業を中断していたユーザは、該分析作業の再開前に、例えばサンプルラック１０
１にセットされた試料が変更されていないか等の確認を目視で行うために、分析装置１の
設置場所まで移動することがある。確認の結果、分析作業の再開が可能であると判断され
た場合に、本構成によればユーザはソフトスイッチ１２を押下して分析装置１のスタンバ
イを解除することができ、時間のかかる安定化の間に制御用コンピュータ２の設置場所ま
で移動することで分析作業の効率化が図られる。
【００６０】
　なお、図５に示すフローチャートにおいて、ステップＳ３０３にて分析装置１がスタン
バイを解除して安定化へ移行した後で、ユーザは制御用コンピュータ２を介した指示によ
り任意のタイミングで分析装置１をスタンバイに移行させることができる。また、主電源
スイッチ１１０（図２参照）の操作による主電源ＯＦＦ操作は、分析装置１がどの動作状
態にあるときでも可能である。
　また、図５ではスタンバイ状態からフローチャートを開始しているが、主電源ＯＦＦ状
態にある分析装置１が主電源スイッチ１１０の操作により主電源ＯＮとなった場合は、ス
タンバイを経ずに安定化に移行する（ステップＳ３０３）ことが好ましい。
【００６１】
　〔タッチパネル１１のロックを解除するその他の条件〕
　図３に示すロック及びロック解除処理は、分析装置１が制御用コンピュータ２を介した
指示の下で所定の分析を実行するという通常の使用状況を想定したものである。しかし、
例えば分析の実行中に順次得られたデータをユーザが確認したところ、データが想定して
いたものと明らかに異なっていたり、ノイズが大き過ぎたりする場合、しばしば分析装置
の不具合が疑われる。そのような状況では、ユーザは離れた場所に設置された制御用コン
ピュータ２からではなく、分析装置１に設けられたタッチパネル１１を操作しながら分析
部３０の各部を制御し、分析装置１の動作を目視で確認したいと考える。こうした場合に
、タッチパネル１１のロックを解除又は防止するために分析装置１と制御用コンピュータ
２との通信を毎回切断することは効率的でない。そこで、図７に示すように、制御用コン
ピュータ２からのロック解除指示によって、ユーザが任意にタッチパネル１１のロックを
解除できる構成とすることが好ましい。ロック解除の必要性がなくなれば、制御用コンピ
ュータ２からのロック指示により再びロックを有効とすればよい。なお、本構成のロック
解除指示は、上記所定の動作状態におけるソフトスイッチ１２のロックも禁止するもので
あることが好ましい。
【００６２】
　〔応用例〕
　安定化には時間がかかることが多く、例えばＬＣ部３２の光源の安定には６０～９０分
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程度を要する。そこで、安定化による待ち時間の発生を防ぐための応用例として、分析装
置１は、制御用コンピュータ２が事前に指定した時刻にスタンバイを解除して安定化に移
行してもよい。
　図８を参照して具体例を説明する。まず、分析制御部２２が通信部６０を介して制御用
コンピュータ２から所定の分析に係る分析条件を取得し（ステップＳ４０１）、該分析条
件に安定化開始時刻Ｔが含まれているか否かを判定する（ステップＳ４０２）。含まれて
いなければ（ステップＳ４０２でＮｏ）、図５に示すステップＳ２０３にて安定化に移行
する。一方、ステップＳ４０１にて取得した分析条件に安定化開始時刻Ｔが含まれていた
場合（ステップＳ４０２でＹｅｓ）、分析制御部２２は、すぐに安定化に移行せず、現在
時刻ｔが安定化開始時刻Ｔと一致した時点で（ステップＳ４０３でＹｅｓ）、ステップＳ
３０３（図５）にて安定化を開始する。
　本応用例によれば、ユーザは、分析を開始する予定時刻から安定化に要する時間を逆算
し、該逆算結果を分析装置１の安定化への移行時刻とすることで、制御用コンピュータ２
の使用開始時にすぐに分析を開始することができる。
【００６３】
　〔その他の変形例〕
　上述の実施形態では、操作ロック部２１は、分析装置１が或る動作状態から別の動作状
態に移行する際に分析制御部２２が出力する移行信号から、分析装置１の現在の動作状態
を特定しソフトスイッチ１２をロックするか否かを都度判定する構成として説明を行った
。別の構成例として、操作ロック部２１は、一連の分析作業に係る複数の動作状態のうち
、必ず最初に取られる１の動作状態への移行信号をソフトスイッチロック状態への移行ト
リガとしてもよい。例えば、上述の実施例では分析装置１は新規に分析を開始する際、及
びスタンバイからの分析再開時には必ず準備段階としての安定化を経ることとなる。従っ
て、安定化への移行時に出力される移行信号を検出したときにソフトスイッチロック状態
に移行するよう、操作ロック部２１を構成してもよい。このような構成では、操作ロック
部２１は例えばスタンバイへの移行時の移行信号をソフトスイッチロック状態の解除トリ
ガとすればよい。
【００６４】
　また、図５を参照して説明した上述の実施例では、スタンバイから安定化への移行トリ
ガとなるイベントにソフトスイッチ１２の押下を含めたが、制御用コンピュータ２からの
指示のみをトリガとしてもよい。この場合、ソフトスイッチ１２が押下されたときに図５
に示すような通知画像６０１を表示部４０の画面上に一定時間表示した後、再びスタンバ
イに移行してもよい。
【００６５】
　また、上述の実施形態では、分析装置１による電力消費や部品の消耗を抑えるための待
機状態としてスタンバイを挙げたが、上述したスタンバイに代えて、例えば表示部４０へ
の電力供給を維持したまま分析部３０の一部または全部の機能を停止させた状態を、本発
明の待機状態としてもよい。
【００６６】
　また、上述の実施形態では、操作ロック部２１は、分析装置１が制御用コンピュータ２
と接続されているときにタッチパネル１１から取得した入力信号を全て無効とする構成と
して説明を行った。さらなる変更の例として、操作ロック部２１は、分析装置１が制御用
コンピュータ２の制御下にあるときに、タッチパネル１１から取得した入力信号のうち、
分析部３０の動作を変更し得るものを選択的に無効としてもよい。具体的には、例えば、
操作ロック部２１は、分析制御部２２が表示制御部２４を介して表示部４０の画面上に表
示させているＧＵＩのうち、分析条件の変更ボタンの表示領域を示す情報を分析制御部２
２から取得し、該変更ボタン上でなされたタッチ操作を無効とする。本構成例においては
、無効とすべき入力信号を操作ロック部２１が取得した場合に、図６に示す通知画像６０
１を、表示制御部２４を介して表示部４０の画面上に表示させてもよい。
　このように操作ロック部２１がロックする入力操作を限定することで、分析作業の実行
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中であっても、分析に影響しない、例えば分析結果や適用中の分析条件の閲覧のみであれ
ば、タッチパネル１１からの入力操作によって可能とすることができ、ユーザにとっての
利便性が高まる。
【００６７】
　なお、上述した実施形態及びその応用例・変形例は本発明の例であり、本発明の趣旨の
範囲で適宜に変更、修正、追加、組み合わせを行っても本願特許請求の範囲に包含される
ことは当然である。
【符号の説明】
【００６８】
１…分析装置
１１…タッチパネル
１１０…主電源スイッチ
１２…ソフトスイッチ
２…制御用コンピュータ
２０…制御部
２１…操作ロック部
２２…分析制御部
２３…分析結果取得部
２４…表示制御部
３０…分析部
３１…オートサンプラ
３２…ＬＣ部
４０…表示部
５０…記憶部
６０１…通知画像
６０…通信部
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